
排水施設保守点検業務共通仕様書 

 
１ 目的 

本業務は横浜市営住宅の機械式駐⾞場に附属して設置された排⽔施設を本仕様書及び関係法令・規
則・条例等に従い保守点検を⾏い、その結果を関係機関に報告すると共に排⽔施設を常に良好な状態
に維持し不慮の事故に備えることを⽬的とする。 

 
２ 一般事項 

（１）本仕様書は国⼟交通省⼤⾂官房官庁営繕部監修「建築保全業務共通仕様書」（最新版）と⼀体の仕
様を構成するものとする。 

（２）本業務は関係法令を遵守すること。 
（３）善良なる管理者の注意をもって、良好な環境を維持増進するよう努めること。 
（４）設備の点検整備業務について、作業の内容判断ができる技術⼒及び必要な技能を有する者が作業

を⾏うこと。 
（５）点検等により発⾒した不具合はその状況及び原因を調査し、修繕等の対処をすること。修繕を要

する場合は⾒積書を作成し、修繕に着⼿すること。ただし、緊急を要する場合は、応急処置を施し、
事態拡⼤を防ぐものとし、対応後速やかに報告を受けること。 

（６）発⽣した廃棄物は、適正に処分し、施設内に放置しないこと。 
（７）⼀年を通じて同じ点検者が点検を⾏うこと。 
 
３ 点検業務 

（１）巡回点検業務 
巡回点検は、⽉１回に⾏う。 
点検内容は、次表に定めるところにより適正に⾏い、必要に応じて保守その他の措置を講ずるも

のとする。 
（抜粋） 

点検項⽬ 点検及び保守内容 
排⽔ポンプ 腐⾷及び損傷の有無の確認 

運転電流値の確認 
電極作動確認 

制御盤 絶縁測定、表⽰ランプの点灯の良否 
排⽔ピット ピット内の状態の良否の確認・清掃 

 
（２）施設清掃 

年１回、排⽔ピット内及びその施設廻りの清掃を⾏うこと。 
 
４ 緊急対応 

（１）緊急事態の発⽣に備え、２４時間対応できる体制をとること。 
（２）緊急時の連絡⽅法を明確にすること（事前に２か所以上の緊急連絡先を確保）。誤報を含む故障や

事故に対し、速やかに当該住宅に急⾏し、応急処置と原因調査及び必要な対策を実施すること。 



 
５ 報告書及びその他作成書類 

（１）次表の報告書及びその他の書類を作成すること。 
 

作成書類（作成時期は参考） 
種別 作成書類 部数 作成時期 備考 

共 通 保守管理業務実施要領書 ２ 契約締結後７⽇以内  
共 通 緊急連絡受付表 １ 随時  
共 通 ⽉例管理業務報告書 １ 当⽉分を次⽉１０⽇まで  
共 通 施設清掃報告書 １ 清掃完了後 1 か⽉以内  
共 通 修繕履歴⼀覧 １ 業務完了時  

 
（２）⽉例管理業務報告書の作成時期は当⽉分を次⽉の１０⽇までとする。また、１０⽇が⼟・⽇、祝

⽇となる場合には１０⽇以前までとする。 
（３）施設清掃報告書の作成時期は全施設完了後１か⽉以内とし、実施内容、作業写真等から構成され

るものとする。 
 
６ その他 

（１）設備に故障が⽣じたときには、臨時の措置をとること。 
（２）本仕様書より読み取れない事項については協議のうえ、決定するものとする。 
 


